
公 募 公 告 

令和７年２月６日 

契約番号：0011-0037 

支出負担行為担当官 

総務省大臣官房会計課企画官 

下記契約に係る調達参加者を、以下のとおり公募します。 

なお、本公告は契約の適正かつ確実な実施を確保するため、調達参加希望者に対し、その確実な

履行を証明する書類等の提出を求めるものです。 

記 

１．公募に付する事項 

（1）調達件名  ：衛星携帯電話用屋外設置アンテナ等の購入 

（2）数  量 ：仕様書のとおり 

（3）納入期限  ：令和７年３月31 日（月） 

（4）納品場所  ：仕様書のとおり 

２．公募に参加する者に必要な資格に関する事項 

（1）予算決算及び会計令第70 条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐

人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りで

はない。 

（2）予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。 

（3）令和４・５・６年度総務省競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の製造」又は「物品の

販売」において、営業品目の「電気・通信用機器類」であり、Ａ、Ｂ又はＣ等級に格付けされ、

なお且つ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 

（4）総務省及び他省庁等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でない

こと。ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含

めない。 

（5）暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものでないこと。 

３．公募期間 

令和７年２月６日から令和７年２月26 日まで 

４．応募申込み方法 

（1）提出書類  ：見積書等（詳細は、公募要領による。） 

（2）提出期限  ：令和７年２月26 日17 時まで 

（3）提出場所  ：総務省大臣官房会計課契約第１係 担当：松田（電話：03-5253-5132） 

東京都千代田区霞が関２－１－２（中央合同庁舎２号館６階会計課） 

申込受付時間（平日 9：30～12：00、13：00～17：00） 

５．提出書類等の無効 

次の各号のいずれかに該当する提出書類等は、無効とする。 

（1）本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者が提出したもの 

（2）その他記載事項が不備又は判読できないもの 

６．その他 

（1）詳細は公募要領による。 
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公募要領 

以下の調達事案の契約を希望する者は、次の要領に従って提出書類等を作成の上、提出期限

までに応募するものとする。 

 

１．契約担当官等 

支出負担行為担当官  総務省大臣官房会計課企画官 中岡 敬雄 

 

２．公募に付する事項 

（1） 調達件名 ：衛星携帯電話用屋外設置アンテナ等の購入 

（2） 数量   ：仕様書のとおり 

（3） 納入期限 ：令和７年３月 31 日（月） 

（4） 納品場所 ：仕様書のとおり 

 

３．公募に参加する者に必要な資格に関する事項 

（1） 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、非

保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、

この限りではない。 

（2） 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（3）令和４・５・６年度総務省競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の製造」又は「物

品の販売」において、営業品目の「電気・通信用機器類」であり、Ａ、Ｂ又はＣ等級に格

付けされ、なお且つ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 

（4） 総務省及び他省庁等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中

でないこと。ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過し

た期日は含めない。 

（5） 以下の暴力団排除対象者に該当しない者。 

  ① 契約の相手方として不適当な者 

   ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員

（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

   イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

    ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

き 

   エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしているとき 

   オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

  ② 契約の相手方として不適当な行為をする者 

   ア 暴力的な要求行為を行う者 

   イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

   ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 
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   エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

   オ その他前各号に準ずる行為を行う者 

（6） 上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこ

と。 

（7） 『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』（ビジネスと

人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議）を踏まえた人権尊重

に取り組むよう努めること。 

  ※『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf 

 

４．公募期間 

令和７年２月６日から令和７年２月 26 日まで 

 

５．応募申込み方法 

参加を希望する者は、次に示す書類等を締め切り日時までに提出しなければならない。（期

限を過ぎた場合は、無効とする。郵送する場合は、期限までに必着のこと。） 

 

（1） 提出書類  ：以下のとおり 

① 競争参加資格審査結果通知書の写し（１部） 

② 企業等の概要が分かるパンフレット等（１部） 

③ 当該業務に基づく見積書（１部） 

なお、見積書の様式は任意とするが、以下の留意事項を遵守すること。 

ア． 定価証明書（基本料金） 

イ． 当該業務用として提供可能な費用（単価及び総価）を明記した見積書（総価の内訳を

含む） 

ウ． 見積金額には、当該作業費のほか、郵送費、保険料、関税等及び仕様書に記載されて

いる一切の諸経費を含んだものとする。 

④ 適合証明書（1 部） 

 

（2） 提出期限  ：令和７年２月 26 日 17 時まで 

（3） 提出場所  ：総務省大臣官房会計課契約第１係 担当：松田（電話：03-5253-5132） 

東京都千代田区霞が関２－１－２（中央合同庁舎２号館６階会計課） 

申込受付時間（平日 ９：30～12：00、13：00～17：00） 

 

※ 調達参加希望者は、見積書の提出をもって上記３（5）及び（6）の規定に該当しない

ことを誓約し、かつ当省の求めに応じ、調達参加希望者の役員名簿（有価証券報告書

に記載のもの（生年月日を含む。）ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、

役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を提出すること、及び当該名簿等に含まれる個

人情報の提出につき同意したものとみなすものとする。加えて、提出された書類等に

ついて説明を求めたときはこれに応じなければならない。 

 

６．提出書類等の無効 

次の各号のいずれかに該当する提出書類等は、無効とする。 

（1） 本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者が提出したもの 

（2） その他記載事項が不備又は判読できないもの 
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７．納入業者の選考基準 

納入業者を選定する際の選考基準は、以下のとおりとする。 

なお、納入可能な応募者が多数になった場合は、後日、一般競争入札にて調達をすること

がある。 

（1） 提出書類等の内容が当省の要求仕様等に合致していること。 

（2） 業務運営上、当省の必要とする適合内容を適切に遂行できる体制を有すること。 

（3） 見積書の当該総価が、当省の予算額を下回っていること。 

 

８．納入業者の決定時期 

令和７年２月 26 日（予定）以降とする。 

 

９．秘密の保持 

提出書類等は、納入業者の選定にのみ使用するものとする。 

 

10．その他 

（1） 提出した提出書類等について、主管係担当官から説明を求められたときは、これに応じ

なければならない。 

（2） 提出書類等を審査の結果、当該業務を適合可能と支出負担行為担当官に認められた者に

限り、有効な応募者とする。 

（3） 提出書類等で表明された内容については、契約の基本条件となるので、実現が確約され

ることのみ表明するものとする。 

（4） 提出書類等は、返却しない。 

（5） 提出書類等の作成経費は、選定の成否を問わず費用を支給しないものとする。 

 

11．問い合わせ先等 

（1） 契約手続に関する事項 

総務省大臣官房会計課契約第一係 担当：松田 

電話：03-5253-5132（平日 ９：30～12：:00、13：00～17：30） 

（2） 仕様書の内容に関する事項（履行証明書含む） 

総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室 担当：山口 

電話：03-5253-5888（平日 ９：30～12：00、13：00～17：30） 



 

 
仕 様 書 

 

１ 件名 

 衛星携帯電話用屋外設置アンテナ等の購入（Purchase of outdoor antennas 

for satellite mobile phones） 

 

２ 目的 

  総務省では、非常災害時における情報通信の重要性にかんがみ、総務省防災

業務計画等に基づき、初動期の被災情報の収集伝達、応急復旧活動等の迅速・

円滑な遂行に、災害対策用移動通信機器を配備し、地方公共団体等に対して無

償で貸与できる体制を整備している。本件は、災害対策用移動通信機器のう

ち、衛星携帯電話の老朽化に伴い、機器の更改を行うことを目的とし、新たな

機器の調達を行うものである。 

 

３ 請負内容 

衛星携帯電話用屋外設置アンテナ等の調達 

 

４ 仕様 

以下の点を満たす衛星携帯電話用屋外設置アンテナ等を調達し、納入するこ

と。 

（１）ワイドスターⅢ 衛星屋外設置アンテナ 12 台 

ア ワイドスターⅢ衛星可搬型端末を衛星からの電波が届かない場所で利

用する場合、当該端末に接続し屋外に設置することで電波の受信を可能

にするもの。 

イ 外形寸法は、縦 360mm 以下×横 360mm 以下×厚さ 70mm 以下であるこ

と。 

ウ アンテナの重量は、11kg 以下であること。 

エ 屋外でも使用できるよう脚部にゴムキャップ等が付いていること。 

オ アンテナポールは持ち運びしやすいように、専用ケース等が付属して

おり、折り畳んで収納できること。 

 

（２）ワイドスターⅢ 屋外設置アンテナ用接続ケーブル 12 本 

ア ワイドスターⅢ衛星可搬型端末と（１）のワイドスターⅢ衛星屋外設

置アンテナを接続するケーブルであること。 

イ 長さは、20m 以上であること。 

 

５ 納入期限 

令和７年３月 31 日（月）まで 

 

６ 納入場所 

  大臣官房会計課物品管理係(以下「物品管理係」という。) 

 

７ 搬入場所 

総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室防災通信係（以下



「主管係」という。）が別途指示する場所 

 

８ 機器保証等 

（１）天災その他不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失による場合を除き、

納入の日から起算して満１年間を無償で修理する旨を明記した保証書を添付

すること。 

（２）故障発生時には、速やかに修理できるサービス体制を確保すること。 

 

９ その他 

(１) 搬入に際しては、あらかじめ搬入先係官と日程等の調整を図り、指示により

搬入すること。 

(２) ワイドスターⅢ衛星可搬型端末の購入及び通信契約については、別途主管

係において行う。 

(３) 製品の包装は可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負

荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用

システムがあること。 

(４) 搬入に使用する車両は、環境負荷低減に配慮されたものであること。 

(５) 請負業者は、本調達に係る業務の実施のために総務省から提供する情報及

び当該業務の実施において知り得た情報について、本調達に係る業務にの

み使用し、他の目的には使用しないこと。ただし、既に公知である情報につ

いては、この限りではない。 

(６) 請負業者の責任者は、本業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行

が不十分である可能性を主管係が認める場合には、主管係の求めに応じこ

れと協議を行い、合意した対応を取ること。 

(７) 詳細については、主管係(TEL 03-5253-5888)の指示によること。 

(８) 疑義については、物品管理係(TEL 03-5253-5133)まで照会のこと。 

 



適 合 証 明 書 

（※本証明書の提出に当っては、契約書捺印者の印をもって捺印の上、提出すること。） 

 

入札説明書に記載の「入札者に求められる義務等」に基づき、以下のとおり証明

します。 

 

（件名等）   第     号 

衛星携帯電話用屋外設置アンテナ等の購入 

（日付）令和 年 月 日 

 

（業者名） 所在地 

 

      会社・団体名 

 

      代表者役職 

      及び氏 名                     印 

      本件に関する  電話    〈     〉 

      問い合わせ先  担当者名 

 

項 応札者の条件 合否 合格判定の拠となる事由・提出資

料 

１ 仕様書の「４ 仕様」に記載して

いる機能を有している無線機等

を調達すること。 

 カタログなどの資料 

※ 仕様書に記載の機能を有して

いることが分かるように表さ

れていること。 

２ 調達する無線機等に関する知識

を有すること。 

 左記に係る実施方法 

（場所、方法、履行体制等） 

※ 書ききれない場合は、本書を表

紙とし、適宜の様式を追加する

こと。 

３ 調達した無線機の故障発生時に

は、速やかに修理できるサービス

体制を確保すること。 

 左記に係る実施方法 

（場所、方法、履行体制等） 

※ 書ききれない場合は、本書を表

紙とし、適宜の様式を追加する

こと。 

注：合否欄は、記載不要。 
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